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盛土規制法 まちづくり課
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〇 国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）が本年５月26日に施行されました。

○ 佐賀県まちづくり課では、同法に関する区域の指定のあり方などを検討するための「基礎調査」を
令和５年度から実施しています。

○ 基礎調査には、年単位の時間がかかる見込みであり、区域の指定のあり方については、基礎調査の
終了後、その結果を踏まえて検討していく予定です。

○ また、基礎調査や区域のあり方の検討については、県関係課と連携し、県内や他県の状況なども踏
まえつつ、検討していきます。

○ 本件については、今後も、ホームページ等で適宜情報提供を行っていきたいと考えておりますので、
よろしくお願いいたします。


